
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１枚の段ボールにおける所定の複数の位置に折り目を形成し、この段ボールを折り目で
折り曲げることにより、内部に単一又は複数の被収納部品を収納する中空６面体の収納箱
を構成する梱包装置において、
　収納箱の底面の一部を構成する第１底面折曲片と第１底面折曲片が構成する収納箱の底
面の一部に連続する他の一部を構成する第２底面折曲片との間に、収納箱の内部で側面に
対して間隙を挟んで平行に配置される仕切り部材を構成する仕切り片を折り目を介して配
置し、
　第１底面折曲片が構成する収納箱の底面の一部において第２底面折曲片が構成する収納
箱の底面の他の一部が連続しない辺から、収納箱の側面を構成する側面折曲片、及び、収
納箱の内部で側面折曲片が構成する側面との間に部品収納部を構成する内部折曲片を、そ
れぞれの間に折り目を配置して延出し、
　収納箱の内部の仕切り部材の内側で底面に対して間隙を挟んで平行に配置される載置部
材を構成する載置片を折り目を介して内部折曲片から延出したことを特徴とする梱包装置
。
【請求項２】
　１枚の段ボールにおける所定の複数の位置に折り目を形成し、この段ボールを折り目で
折り曲げることにより、内部に単一又は複数の被収納部品を収納する中空６面体の収納箱
を構成する梱包装置において、
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　収納箱の底面の一部を構成する第１底面折曲片と第１底面折曲片が構成する収納箱の底
面の一部に連続する他の一部を構成する第２底面折曲片との間に、収納箱の内部で側面に
対して間隙を挟んで平行に配置される仕切り部材を構成する仕切り片を折り目を介して配
置し、
　第１底面折曲片が構成する収納箱の底面の一部において２個の第２底面折曲片のそれぞ
れが構成する収納箱の底面の他の一部が連続しない２辺のそれぞれから、収納箱の側面を
構成する側面折曲片、及び、収納箱の内部で側面折曲片が構成する側面のそれぞれとの間
に部品収納部を構成する内部折曲片を、それぞれの間に折り目を配置して延出し、
　収納箱の内部の仕切り部材の内側で底面に対して間隙を挟んで平行に配置される載置部
材を構成する載置片を折り目を介して内部折曲片から延出したことを特徴とする梱包装置
。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
この発明は、所定の形状に切り出された段ボールを所定の位置で折り曲げることにより、
内部に複数の被収納部品を収納する中空６面体の収納箱を構成する梱包装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
市場において取引される商品として、交換部品や付属品を本体とともに単一の収納箱に収
納して輸送及び販売される商品がある。例えば、可搬型のテープレコーダやＣＤプレーヤ
等の電気製品では、本体装置に対する電源の交流／直流変換を行うＡＣアダプタ、及び、
本体装置の端子に接続されるイヤホン等の付属品が、本体装置とともに単一の収納箱に収
納される。このように複数の被収納部品を単一の収納箱内に収納する場合、輸送時に複数
の被収納部品が互いに当接して損傷や破損を生じることのないように、収納箱内における
被収納部品のそれぞれの移動を確実に規制する必要がある。
【０００３】
また、収納箱は厚みの比較的薄い素材を用いて形成される場合が多く、収納箱自体には十
分な緩衝機能を期待することはできない。このため、特に、装置本体のように可動部分等
の複雑な構造を有する部品については、収納箱の各面を介して外力が作用しないようにす
る必要があり、このような部品は収納箱の内側面に直接接触しない状態で保持しなければ
ならない。
【０００４】
そこで、複数の被収納部品を収納する梱包装置として、図１１に示すように、装置本体２
０１、イヤホン２０３及びＡＣアダプタ２０４等の複数の被収納部品のそれぞれの形状に
合わせて複数の凹部を形成した発泡スチロールの成形品である緩衝部材２０２と、凹部の
それぞれに被収納部品を嵌入した緩衝部材２０２の上面を被覆する天押さえ部材２０５と
、緩衝部材２０２及び天押さえ部材２０５を複数の被収納部品とともに収納する収納箱２
０６と、によって構成したものがある。この構成によって、各部品は、緩衝部材２０２の
壁面によって互いに当接しないようにされているとともに、緩衝部材２０２及び天押さえ
部材２０５によって収納箱２０６の内側面に直接接触しないようにされており、各部品の
損傷や破損が確実に防止される。
【０００５】
ところが、図１１に示す梱包装置では、発泡スチロールの成形品である緩衝部材２０２を
用いているため、緩衝部材２０２の成形のための金型を設計及び制作のために煩雑かつ長
時間の作業が必要になり、製造コストの上昇を招く問題がある。また、緩衝部材２０２に
は各部品の形状に応じた凹部が形成されているため、形状の異なる部品を収納することが
できず、再利用が困難なことからもコストが上昇する。さらに、折り畳みが困難なことか
ら梱包装置の運搬コスト及び保管コストが上昇する問題がある。また、不要となった緩衝
部材２０２の廃棄も環境問題上容易でない。
【０００６】
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そこで、図１２に示すように、段ボールを素材とする箱本体２１１及び内挿材２１２によ
って構成した梱包装置がある。この梱包装置では、所定の形状に切り出した段ボールを所
定の位置に形成した折り目において折り曲げることにより、内部に収納部２１３及び２１
４を構成した中空６面体の箱本体２１１と、箱本体２１１の内部において収納部２１３及
び２１４の間に挿入される収納部２１５を構成した内挿材２１２と、を形成するようにし
ている。
【０００７】
この梱包装置を組み立てる際には、図１３に示すように、折曲片２２１，２２２を垂直に
折り曲げた内挿材２１２を、箱本体２１１の内部に挿入した後に、箱本体２１１の互いに
対向する２側面２２３，２２４から延出した折曲部２２５，２２６を箱本体２１１内で折
曲し、折曲部２２５，２２６に形成された切れ目２２７ａ～２２７ｄを内挿材２１２の折
曲部２２１に形成された切れ目２２８ａ～２２８ｄに係止する。これによって、箱本体２
１１の内部において、折曲部２２５の下に収納部２１３が形成され、折曲部２２６の下に
収納部２１４が形成され、折曲部２２５と折曲部２２６との間の内挿材２１２上に収納部
２１５が形成される。
【０００８】
これによって、箱本体２１１の内部に、箱本体２１１の底面との間に空間を配置した収納
部２１５が内挿材２１２によって構成され、この収納部２１５は内挿材２１２の折曲部２
２１，２２２、及び、箱本体２１１において折曲された折曲部２２５，２２６によって箱
本体２１１の４つの側面との間にも空間を有し、収納部２１５の上面を図外の天押さえ部
材によって被覆すると、収納部２１５は箱本体２１１の６面のいずれに対しても直接接触
することがなく、また、箱本体２１１内に形成される他の収納部のいずれにも連続してい
ない。このため、収納部２１５に収納された部品は、箱本体２１１の６面のいずれかを介
して外力の作用を受けることがないとともに、他の収納部に収納された部品と当接するこ
ともなく、損傷や破損が確実に防止される。
【０００９】
さらに、梱包装置の全体を、再生、廃棄及び成形が容易で、薄板状に折り畳むことができ
る段ボールを用いて構成することができ、製造時、輸送時及び保管時のコストの低廉化を
図ることができるとともに、環境問題への適応が容易になる。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、図１２に示す梱包装置では、箱本体２１１の内部に被収納部品数と同数の
収納部を構成するために、箱本体２１１とは別体の内挿材２１２を必要とし、複数の被収
納部品を収納する梱包装置が複数の部材によって構成されることになり、組立作業が困難
になるとともに、梱包装置の保管管理が煩雑化する問題がある。また、箱本体２１１と内
挿材２１２との保管状態が異なる場合には、保管時に互いに異なる方向に反りを生じる場
合があり、組立作業が困難になる問題がある。
【００１１】
この発明の目的は、段ボールを素材とする単一の部材により、被収納部品を損傷や破損を
生じることのない状態で収納する収納部を構成することができ、組立作業を容易にするこ
とができるとともに、保管管理及び組立作業を簡略化することができる梱包装置を提供す
ることにある。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
　請求項１に記載した発明は、１枚の段ボールにおける所定の複数の位置に折り目を形成
し、この段ボールを折り目で折り曲げることにより、内部に単一又は複数の被収納部品を
収納する中空６面体の収納箱を構成する梱包装置において、
　収納箱の底面の一部を構成する第１底面折曲片と第１底面折曲片が構成する収納箱の底
面の一部に連続する他の一部を構成する第２底面折曲片との間に、収納箱の内部で側面に
対して間隙を挟んで平行に配置される仕切り部材を構成する仕切り片を折り目を介して配
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置し、
　第１底面折曲片が構成する収納箱の底面の一部において第２底面折曲片が構成する収納
箱の底面の他の一部が連続しない辺から、収納箱の側面を構成する側面折曲片、及び、収
納箱の内部で側面折曲片が構成する側面との間に部品収納部を構成する内部折曲片を、そ
れぞれの間に折り目を配置して延出し、
　収納箱の内部の仕切り部材の内側で底面に対して間隙を挟んで平行に配置される載置部
材を構成する載置片を折り目を介して内部折曲片から延出したことを特徴とする。
　また請求項２に記載した発明は、１枚の段ボールにおける所定の複数の位置に折り目を
形成し、この段ボー
ルを折り目で折り曲げることにより、内部に単一又は複数の被収納部品を収納する中空６
面体の収納箱を構成する梱包装置において、
　収納箱の底面の一部を構成する第１底面折曲片と第１底面折曲片が構成する収納箱の底
面の一部に連続する他の一部を構成する第２底面折曲片との間に、収納箱の内部で側面に
対して間隙を挟んで平行に配置される仕切り部材を構成する仕切り片を折り目を介して配
置し、
　第１底面折曲片が構成する収納箱の底面の一部において２個の第２底面折曲片のそれぞ
れが構成する収納箱の底面の他の一部が連続しない２辺のそれぞれから、収納箱の側面を
構成する側面折曲片、及び、収納箱の内部で側面折曲片が構成する側面のそれぞれとの間
に部品収納部を構成する内部折曲片を、それぞれの間に折り目を配置して延出し、
　収納箱の内部の仕切り部材の内側で底面に対して間隙を挟んで平行に配置される載置部
材を構成する載置片を折り目を介して内部折曲片から延出したことを特徴とする。
　さらに、請求項３に記載した発明は、１枚の段ボールにおける所定の位置に折り目を形
成し、この段ボールを折り目で折り曲げることにより、内部に単一又は複数の被収納部品
のそれぞれを収納する収納部を形成した中空６面体であって上面が開閉自在の蓋面である
収納箱を構成する梱包装置において、
　収納箱の１つの側面を構成する側面折曲片に、収納箱内に形成される第１の収納部の上
方と蓋面との間に蓋面に対して間隙を挟んで平行に配置され、第２の収納部の底面を形成
する延出片を折り目を介して延出し、
　前記延出片において第２の収納部の底面を構成する部分以外の一部に、第２の収納部の
底面に対して間隙を挟んで平行に突出する突出片を折り目及び切れ目を介して形成し、
　前記第２の収納部の底面を構成する部分である内部折曲片を、該内部折曲片の折り目を
鋭角にして折り曲げ形成することにより収納箱の寸法を変えることなく第２の収納部にお
ける収納寸法を長くしたことを特徴とする。
【００２６】
【発明の実施の形態】
図１は、この発明の第１の実施形態に係る梱包装置を構成する段ボールの展開図である。
１枚の段ボールの略中央部には、収納箱の底面中央部を構成する矩形の第１底面折曲片１
が配置されている。この第１底面折曲片１の４辺のそれぞれは、折り目２４，２７，２８
，３２にされている。第１底面折曲片１には、折り目２３を介して、仕切り片３、仕切り
片４、第２底面折曲片２、背面折曲片１９及び蓋面折曲片５６が、それぞれの間に折り目
２３～２６及び３９を挟んで延出しており、折り目２３に平行な折り目２８を介して、仕
切り片６、仕切り片７、第２底面折曲片５、前面折曲片２０及び蓋面係止片５５が、それ
ぞれの間に折り目２９～３１及び４１を挟んで延出している。
【００２７】
また、第１底面折曲片１には、折り目３２を介して、側面折曲片２２、内部折曲片５２及
び内部折曲片５３が、それぞれの間に折り目３７及び３８を挟んで延出しており、折り目
３２に平行な折り目２７を介して、側面折曲片２１、内部折曲片５０、内部折曲片５４及
び内部折曲片４６が、それぞれの間に折り目３３，３４及び４２を挟んで延出している。
【００２８】
なお、図１中に実線で示す折り目は図１に示す状態から上に凸となるように折り曲げられ
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る折り目であり、破線で示す折り目は図１に示す状態から下に凸となるように折り曲げら
れる折り目である。
【００２９】
仕切り片３及び４には切り込み６１ａ，６１ｂが形成されており、仕切り片５及び６には
切り込み６１ｃ，６１ｄが形成されている。内部折曲片５３には切り込み６２ｂ，６２ｄ
が形成されており、内部折曲片５４には切り込み６２ａ，６２ｃが形成されている。内部
折曲片４６には、折り目４２に直交する方向の折り目３５，３６を介して脚部折曲片４４
，４５が形成されている。また、内部折曲片５４には、脚部舌片４３が延出している。脚
部折曲片４４，４５の幅Ｈは、脚部舌片４３の幅Ｈに等しくされている。
【００３０】
内部折曲片４６には、突起４７，４８が形成されている。蓋面折曲片５６には係止片５７
が延出しているとともに、切り込み６０が形成されている。側面折曲片２０には係止片５
８が形成されているとともに、切り込み５９が形成されている。
【００３１】
図２は、上記梱包装置の組立状態を示す斜視図である。図１に示すように構成された１枚
の段ボールを、図１中に実線で示す折り目は図１に示す状態から上に凸となるように折り
曲げ、破線で示す折り目は図１に示す状態から下に凸となるように折り曲げることにより
、収納箱が組み立てられる。
【００３２】
このとき、図３に示すように、第１底面折曲片１に対して仕切り片３を折り目２３が下に
凸になるように折り曲げ、仕切り片３に対して仕切り片４を折り目２４が上に凸になるよ
うに折り曲げ、仕切り片４に対して第２底面折曲片２を折り目２５が下に凸になるように
折り曲げ、折り目２５を折り目２３に接触させることにより、第２底面折曲片２が第１底
面折曲片１に連続する。
【００３３】
また、第１底面折曲片１に対して仕切り片６を折り目２８が下に凸になるように折り曲げ
、仕切り片６に対して仕切り片７を折り目２９が上に凸になるように折り曲げ、仕切り片
７に対して第２底面折曲片５を折り目３０が下に凸になるように折り曲げ、折り目３０を
折り目２８に接触させることにより、第２底面折曲片５が第１底面折曲片１に連続する。
【００３４】
このようにして、第１底面折曲片１の互いに対向する２辺のそれぞれに第２底面折曲片２
及び５を連続させて収納箱の底面を構成すると、仕切り片３及び４、並びに、仕切り片６
及び７によって、底面から上方に立設する仕切り部材８ａ，８ｂが収納箱の内部に形成さ
れる。この仕切り部材８ａ、８ｂは、背面折曲片１９及び前面折曲片２０によって構成さ
れる収納箱の互いに対向する背面及び前面に対して、間隙を挟んで平行に配置される。こ
のとき、仕切り片３及び４によって構成される仕切り部材８ａの上端には２箇所に切り込
み６１ａ及び６１ｂが開放し、仕切り片６及び７によって構成される仕切り部材８ｂの上
端には２箇所に切り込み６１ｃ及び６１ｄが開放している。
【００３５】
切り込み６１ａには内部折曲片５４に形成された切り込み６２ａが嵌入し、切り込み６１
ｂには内部折曲片５３に形成された切り込み６２ｂが嵌入し、切り込み６１ｃには内部折
曲片５４に形成された切り込み６２ｃが嵌入し、切り込み６１ｄには内部折曲片５３に形
成された切り込み６２ｄが嵌入する。このとき、内部折曲片４６が２つの仕切り部材８ａ
，８ｂの間に位置する。内部折曲片４６の下方に脚部舌片４３及び脚部折曲片４４，４５
が位置し、内部折曲片４６は収納箱の底面に対して高さＨの間隙を挟んで平行に配置され
る。
【００３６】
図４は、上記梱包装置によって構成される収納箱の開蓋状態を示す斜視図である。収納箱
の内部には、部品収納部９ａ，９ｂ及び本体収納部９ｃが形成される。部品収納部９ａは
、底面折曲片１、側面折曲片２２、内部折曲片５２、内部折曲片５３、仕切り部材８ｂ及
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び背面折曲片１９の間に形成される。本体収納部９ｃは、内部折曲片４６、内部折曲片５
３、内部折曲片５４、仕切り部材８ａ、仕切り部材８ｂ及び蓋面折曲片５６の間に形成さ
れる。部品収納部９ｂは、底面折曲片１、側面折曲片２１、内部折曲片５０、内部折曲片
５４、仕切り部材８ａ及び仕切り部材８ｂの間に形成される。
【００３７】
収納箱の内部において、部品収納部９ａ、本体収納部９ｃ、及び、部品収納部９ｂは、仕
切り部材８ａ，８ｂに平行な方向に、この順に配置される。したがって、本体収納部９ｃ
は、収納箱の左右方向について部品収納部９ａと部品収納部９ｂとの間に位置し、収納箱
の前後方向について仕切り部材８ａと仕切り部材８ｂとの間に位置する。また、内部折曲
片４６によって構成される本体収納部９ｃの底面は、脚部舌片４３及び脚部折曲片４４，
４５により、底面折曲片１との間に間隙が設けられている。したがって、本体収納部９ｃ
と収納箱の前面、背面、側面及び底面のそれぞれとの間に空間が形成されている。
【００３８】
図５は、上記収納箱に対する被収納部品の収納状態を示す図である。一例として、本体収
納部９ｃには可動部等の比較的複雑な構造を有する可搬型テープレコーダの装置本体１０
ａが収納され、部品収納部９ａにはＡＣアダプタ１０ｂが収納され、部品収納部９ｂには
リモコン及びイヤホン等の付属品１０ｃが収納される。また、収納箱の内部において部品
収納部９ａ，９ｂ及び本体収納部９ｃの上方には、取扱説明書１１が収納される。
【００３９】
なお、収納箱の内部に被収納部品１０ａ～１０ｃ及び１１を収納した後、収納箱の上面が
蓋面折曲片５６によって閉鎖される。蓋面折曲片５６から延出した係止片５７は蓋面係止
片５５の切り込み５９に挿入されるとともに、前面折曲片２０に形成された係止片５８は
蓋面折曲片に形成された切り込み６０に挿入され、蓋面折曲片５６による収納箱の上面の
閉鎖状態が維持される。
【００４０】
前述のように、本体収納部９ｃと収納箱の前面、背面、側面及び底面のそれぞれとの間に
空間が形成されているため、本体収納部９ｃに収納された装置本体１０ａは、収納箱の前
面、背面、側面及び底面のそれぞれに直接接触することがない。また、本体収納部９ｃに
収納された装置本体１０ａの上方には取扱説明書１１が収納されていることから、装置本
体１０ａは収納箱の蓋面にも直接接触することがない。
【００４１】
したがって、収納箱の内部に収納された装置本体１０ａは、６面の全面について収納箱の
内側面に直接接触することがなく、収納箱の外側面に作用した外力は、部品収納部９ａ若
しくは９ｂ、仕切り部材８ａと背面との間き空間、仕切り部材８ｂと前面との間の空間、
内部折曲片４６と底面との間の空間、又は、取扱説明書によって緩衝された状態で、装置
本体１０ａに作用する。このため、装置本体１０ａに大きな外力が直接的に作用すること
がなく、装置本体１０ａの損傷や破損を確実に防止することができる。
【００４２】
また、本体収納部９ｃは、収納箱の他の部分を構成する部材とともに１枚の段ボール中に
折り目によって形成された部材によって構成されるため、梱包装置の製造のために高価な
金型を用いる必要がなく、梱包装置の製造コストを低廉化できるとともに、梱包装置を単
一部品によって構成できるため、保管管理や組立作業を容易化することができる。
【００４３】
図６は、上記第１の実施形態の別の例に係る梱包装置の要部の構成及び組立状態を示す図
である。この例では、仕切り片３及び仕切り片６の第１底面折曲片１側に孔部６２及び６
３を形成し、第２底面折曲片２及び５の仕切り片４及び７側に突起６１及び６３を形成し
ている。収納箱の組み立て時において、第１底面折曲片１に第２底面折曲片２，５を連続
させる際に、突起６１及び６３のそれぞれを孔部６２及び６４のそれぞれに嵌入すること
により、第１底面折曲片１に対する第２底面折曲片２，５の連続状態を確実に維持するこ
とができる。
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【００４４】
　図７は、この発明の に係る梱包装置を構成する段ボールの展開図である。１枚の段
ボールには、係止片１１８、収納箱の背面を構成する背面折曲片１２３、収納箱の一方の
側面を構成する側面折曲片１２４、収納箱の前面を構成する前面折曲片１２５及び収納箱
の他方の側面を構成する側面折曲片１２５が、それぞれの間に折り目１２３ａ～１２３ｄ
を挟んでこの順に形成されている。
【００４５】
背面折曲片１２３には、折り目１２７ａを挟んで収納箱の蓋面を構成する蓋面折曲片１２
７及び蓋面係止片１２８が折り目１２８ａとともに延出しており、折り目１１９ａを挟ん
で収納箱の底面の一部を構成する底面折曲片１１９が延出している。側面折曲片１２４に
は、折り目１２７ｂを挟んで第１収納部を構成する内部折曲片１２９、１３７及び１３８
が折り目１２９ａ及び１２９ｂとともに延出しており、折り目１１９ｂを挟んで収納箱の
底面の一部を構成する底面折曲片１２０が延出している。前面折曲片１２５には、折り目
１２７ｃを挟んで第２及び第３収納部を構成する内部折曲片１２５、１３０～１３２が折
り目１３０ａ及び１３１ｂとともに延出しており、折り目１１９ｃを挟んで収納箱の底面
の一部を構成する底面折曲片１２１が延出している。内部折曲片１３１には、第２収納部
と第３収納部とを分割する中間舌片１３３が形成されている。側面折曲片１２６には、折
り目１２７ｄを挟んで第４収納部（請求項６及び７の第２の収納部に相当する。）を構成
する内部折曲片１３４～１３６が折り目１３４ａ及び１３４ｃとともに延出している。内
部折曲片１３５及び１３６には、内部折曲片１３４に連続する突出片１４２が形成されて
いる。
【００４６】
図８は、上記梱包装置の収納箱の組立状態を示す外観図である。梱包装置を構成する１枚
の段ボールを複数の折り目において折り曲げ、底面折曲片１１９～１２２を互いに組み合
わせることにより、収納箱を組み立てる。このとき、まず、係止片１１８、背面折曲片１
２３、側面折曲片１２４、前面折曲片１２５及び側面折曲片１２６を折り目１２３ａ～１
２３ｄにおいて折り曲げるとともに、底面折曲片１１９～１２２を折り目１１９ａ～１１
９ｄにおいて折り曲げ、底面折曲片１１９～１２２を互いに組み合わせた後、内部折曲片
１３０～１３２を折り目１２７ｃ、１３０ａ及び１３１ｂにおいて折り曲げ、折り目１３
１ａにおいて中間舌片１３３を折り曲げる。次いで、内部折曲片１２９、１３７及び１３
８を折り目１２７ｂ、１２９ａ及び１２９ｂにおいて折り曲げる。さらに、内部折曲片１
３４～１３６を折り目１２７ｄ、１３４ａ及び１３４ｂにおいて折り曲げる。最後に、蓋
面折曲片１２７及び蓋面係止片１２８を折り目１２７ａ及び１２８ａにおいて折り曲げる
。
【００４７】
図９は、上記梱包装置の収納箱の内部における収納部の配置状態を示す正面断面図である
。収納箱の内部には、底面折曲片１１９～１２２の上面に、第１～第３収納部１０１～１
０３が形成されるとともに、第２収納部１０２及び第３収納部１０３の上方に第４収納部
１０４が形成される。第１収納部１０１は、底面折曲片１１９～１２２、側面折曲片１２
４、内部折曲片１２９、内部折曲片１３３、前面折曲片１２５及び背面折曲片１２３の間
に形成される。第２収納部１０２は、内部折曲片１３８、内部折曲片１３７、内部折曲片
１３６、中間舌片１３２、前面折曲片１２５及び背面折曲片１２３の間に形成される。第
３収納部１０３は、内部折曲片１３１、中間舌片１３２、内部折曲片１３６、側面折曲片
１２６、前面折曲片１２５及び背面折曲片１２３の間に形成される。第４収納部は、内部
折曲片１３６、内部折曲片１３７、蓋面折曲片１２７、内部折曲片１３５、前面折曲片１
１２５及び背面折曲片１２３の間に形成される。
【００４８】
第１収納部１０１を構成する内部折曲片１３３には内部接触片１３８が連続する内部接触
片１３７が全面にわたって当接しており、内部接触片１３８の端部は中間舌片１３２に当
接している。このため、収納箱の振動によって第１収納部１０１に収納された収納物が第
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２収納部１０２側に移動した場合にも、第１収納部１０１の形状が維持され、第１収納部
１０１における収納物の収納状態が維持される。
【００４９】
以上の構成により、第２収納部１０２には、左右に第１収納部１０１及び第３収納部１０
３が位置し、上部に第４収納部１０４が位置する。したがって、第２収納部１０２に収納
された被収納部品は、収納箱の２側面及び蓋面に直接接触することがない。このため、収
納箱の２側面のいずれか又は蓋面に作用した外力は、第１収納部１０１、第３収納部１０
３又は第４収納部において緩衝された状態で第２収納部１０２に収納された被収納部品に
作用し、第２収納部１０２に収納された被収納部品に大きな外力が直接的に作用すること
がなく、被収納部品の損傷や破損を防止することができる。
【００５０】
また、１枚の段ボール内に形成された折曲片を最大３回折り曲げることのみにより、収納
箱の内部に４つの収納部のそれぞれを極めて容易に構成することができ、収納箱の組立作
業を簡略化することができる。
【００５１】
さらに、主として取扱説明書等の薄型の収納物が収納される第４収納部１０４では、収納
箱の底面及び蓋面に平行に配置された内部折曲片１３６に対して所定の間隙を挟んで平行
に突出片１４２が突出しており、収納物は内部折曲片１３６と突出片１４２との間に挟持
された状態で収納される。したがって、収納箱の上面を蓋面折曲片１２７によって閉鎖し
た状態で、収納箱が振動した場合にも、薄型の収納物が第４収納部１０４から収納箱の外
部に露出することがなく、収納物を確実に収納することができる。
【００５２】
また、図１０に示すように、突出片１４２が第４収納部１０４の底面を構成する内部折曲
片１３６に内部折曲片１３４及び１３５を介して一体的に形成されていることから、第４
収納部１０４の底面は突出片１４２と一体に移動する。したがって、蓋面折曲片１２７が
収納箱の上面を開放している状態で突出片１４２を矢印Ａ方向に回転させると、収納物を
載置した内部折曲片１３６が突出片１４２とともに回転し、収納物を極めて容易に取り出
すことができる。
【００５３】
なお、図９に示すように、第４収納部１０４の底面を構成する内部折曲片１３６の長さＬ
１を、内部折曲片１３６の端部から側面折曲片１２６までの長さＬ３から内部折曲片１３
４の長さＬ２を差し引いた長さよりも長くすることにより、収納箱の寸法を変えることな
く第４収納部１０４における収納寸法を長くすることができる。
【００５４】
【発明の効果】
請求項１に記載した発明によれば、１枚の段ボールを折り目で折り曲げるとともに、第１
底面折曲片が構成する底面の一部に第２底面折曲片が構成する底面の他の一部を連続させ
て収納箱の内部に側面に対して間隙を挟んで平行に配置された仕切り部材を形成すること
により、仕切り部材を挟んで側面との間隙の反対側に収納した被収納部品が側面に直接接
触しないようにし、被収納部品に対する側面からの外力を仕切り部材と側面との間の間隙
において緩衝させることができ、被収納部品を損傷や破損を生じることのない状態で収納
する収納部を１枚の段ボールによって構成することができ、組立作業を容易にすることが
できるとともに、保管管理を簡略化することができる。
【００５６】
　 １枚の段ボールを折り目で折り曲げるとともに、第１底面折曲片が構成する底面
の一部に第２底面折曲片が構成する底面の他の一部を連続させて収納箱の内部に側面に対
して間隙を挟んで平行に配置された仕切り部材を形成するとともに、他の側面に近接して
配置された部品収納部を形成することにより、部品収納部及び仕切り部材の内側に収納し
た被収納部品が、部品収納部が近接する側面及び仕切り部材に平行な側面に直接接触しな
いようにし、被収納部品に対する側面からの外力を仕切り部材と側面との間の間隙、及び
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、部品収納部において緩衝させることができ、被収納部品を損傷や破損を生じることのな
い状態で収納する収納部を１枚の段ボールによって構成することができ、組立作業を容易
にすることができるとともに、保管管理を簡略化することができる。

【００５７】
　 発明によれば、１枚の段ボールを折り目で折り曲げるとともに、第１底面折
曲片が構成する底面の一部に第２底面折曲片が構成する底面の他の一部を連続させて収納
箱の内部に側面に対して間隙を挟んで平行に配置された仕切り部材を形成するとともに、
他の２つの側面に近接して配置された２個の部品収納部を形成することにより、２個の部
品収納部及び仕切り部材の内側に収納した被収納部品が、部品収納部が近接する２側面及
び仕切り部材に平行な側面に直接接触しないようにし、被収納部品に対する側面からの外
力を仕切り部材と側面との間の間隙、及び、２個の部品収納部において緩衝させることが
でき、被収納部品を損傷や破損を生じることのない状態で収納する収納部を１枚の段ボー
ルによって構成することができ、組立作業を容易にすることができるとともに、保管管理
を簡略化することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の第１の実施形態に係る梱包装置を構成する段ボールの展開図である。
【図２】上記梱包装置の組立状態を示す斜視図である。
【図３】上記梱包装置の要部の組立時における状態を示す図である。
【図４】上記梱包装置によって構成される収納箱の開蓋状態を示す斜視図である。
【図５】上記収納箱に対する被収納部品の収納状態を示す図である。
【図６】上記第１の実施形態の別の例に係る梱包装置の要部の構成及び組立状態を示す図
である。
【図７】この発明の に係る梱包装置を構成する段ボールの展開図である。
【図８】上記梱包装置の収納箱の組立状態を示す外観図である。
【図９】上記梱包装置の収納箱の内部における収納部の配置状態を示す正面断面図である
。
【図１０】上記梱包装置の収納箱の開蓋時における収納物の収納状態を示す図である。
【図１１】従来の梱包装置の第１の構成を示す図である。
【図１２】従来の梱包装置の第２の構成を示す図である。
【図１３】上記第２の構成に係る従来の梱包装置の組立状態を示す図である。
【符号の説明】
１－第１底面折曲片
２，５－第２底面折曲片
３，４，５，６－仕切り片
９ａ，９ｃ－部品収納部
９ｂ－本体収納部
１９－背面折曲片
２０－全面折曲片
２１，２２－側面折曲片
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　また、１枚の段ボールを折り目で折り曲げるとともに、第１底面折曲片が構成する底面
の一部に第２底面折曲片が構成する底面の他の一部を連続させて収納箱の内部に側面に対
して間隙を挟んで平行に配置された仕切り部材を形成するとともに、他の側面に近接して
配置された部品収納部を形成し、さらに、仕切り部材の内側に底面に対して間隙を挟んで
平行に配置された載置部材を形成することにより、部品収納部及び仕切り部材の内側で載
置部材上に載置して収納した被収納部品が、部品収納部が近接する側面、仕切り部材に平
行な側面、及び、底面に直接接触しないようにし、被収納部品に対する側面及び底面から
の外力を仕切り部材と側面との間の間隙、部品収納部、及び、載置部材と底面との間の間
隙において緩衝させることができ、被収納部品を損傷や破損を生じることのない状態で収
納する収納部を１枚の段ボールによって構成することができ、組立作業を容易にすること
ができるとともに、保管管理を簡略化することができる。

また、この

応用



２３～２４－折り目
２８～３２－折り目
３３～３５－折り目
３７，３８－折り目

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】
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